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◆ 令和５年９月１９日（火）第１２回教育委員会定例会を南館６階会議室で開催した。 

 

 

◆ 出 席 委 員 

教 育 長     岡 田  祐 一 

教育長職務代理者     前 川  佳 之 

委 員     堀 村  佳奈子 

委 員     堀 井  孝 容 

委 員     水 上  明 美 

 

◆ 本委員会に出席した者 

教 育 総 務 部 長     小 田  佐衣子 

教 育 政 策 課 長     辻󠄀 田  新 一 

学 務 課 長     中 坂  有 希 

施 設 課 長     浅 野  貴 士 

社会教育振興課長     吉 﨑  幸 司 

歴 史 文 化 財 課 長     木 下  典 子 

歴史文化財課参事     前 田  聡 志 

中 央 図 書 館 長     吉 田  典 子 

学 校 教 育 部 長     青 木  次 郎 

学校教育推進課長     梶 西    学 

教 職 員 課 長     粟 生  勝 弘 

教育センター所長     新 川  正 知 

こ ど も 育 成 部 長     山 嵜  剛 一 

保育幼稚園総務課長     中 路  洋 平 

保育幼稚園事業課長代理     北 上    勉 

市 民 文 化 部 長     中 井    誠 

文 化 振 興 課 長     今 西  雅 子 

 

 ◆ 署 名 委 員 

委 員     前 川  佳 之 



   
           （ 令和５年９月１９日（火）、午後２時００分 ） 
 
  議事日程  （ 令和５年第１２回茨木市教育委員会定例会 ） 
 
           （ 於：南館６階会議室 ） 
 

日程 議案番号 件         名  摘 要 

１    会議時間の決定について 

 

２   会議録署名委員指名について 

 

３   会議録の承認について 

 

４   諸般の報告について 

 

５ 38 
茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則の一部改正に

ついて 

 

６ 39 
茨木市立図書館条例施行規則及び茨木市立図書館処務規則の

一部改正について 

 

７ 40 茨木市指定有形文化財の指定について 

 

８ 41 
令和５年度教育文化月間における被表彰者（教育功労者

分）の決定について 

 

９   

 

10   

 

11   

 

 



 

－ 1 － 

（１４時００分 開会） 

 

岡田教育長 

ただいまから、令和５年第１２回茨木市教育委員会定例会を開会いたします。 

本日の出席者は５名でありまして、会議は成立いたしております。 

それでは、これより本日の会議を開きます。 

日程第１ 「会議時間の決定について」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本日の会議時間は、午後４時までといたしたいと思いますが、異議ございませんか。

よろしいですか。 

 

（各委員「異議なし」の発言あり） 

 

岡田教育長 

異議なしと認めまして、本委員会の会議時間は午後４時までと決定いたします。 

日程第２ 「会議録署名委員指名について」、本件は、茨木市教育委員会会議規則

第１７条の規定により、前川委員をご指名申し上げますので、よろしくお願いいたし

ます。 

日程第３ 「会議録の承認について」を議題といたします。 

「令和５年第９回 茨木市教育委員会定例会 会議録（案）」及び「令和５年第１

０回 茨木市教育委員会臨時会 会議録（案）」について、お諮りいたします。 

ご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」の発言あり） 

 

岡田教育長 

異議なしと認め、「令和５年第９回 茨木市教育委員会定例会 会議録（案）」及

び「令和５年第１０回 茨木市教育委員会臨時会 会議録（案）」については、承認

することといたします。 

日程第４ 「諸般の報告」を行います。 



 

－ 2 － 

 

小田教育総務部長が報告 

 

岡田教育長 

  以上の報告について、ご質問はございませんか。 

 

前川委員 

１０番目の「大学生とたのしくあそぼう！」なのですが、この大学生というのはキ

ャンプカウンセラーでしょうか。 

 

吉﨑社会教育振興課長 

ここの大学生というのは、キャンプカウンセラーではございません。追手門学院大

学の子ども交流部の方に協力していただいて開催したものでございます。 

 

前川委員 

市内にはほかにも大学がありますので、ぜひ大学生と子どもたちが交流するような

場をこれからも持っていただきたいと思います。特に、教員志望の大学生にとっては、

教育実習はあるのですが、なかなか実際に子どもと交流する機会というのはないと思

います。潜在的にはニーズはあると思いますので、そういう意味ではこういう企画と

いうのはこれからもぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

岡田教育長 

ほかはどうでしょうか。 

 

堀井委員 

キャンプをそれぞれされているのですけれども、キャンプの参加者にコロナの感染

の方が家族にいらっしゃったかどうかということは、事前に聞き取りはされておられ

ますか。 

 

吉﨑社会教育振興課長 



 

－ 3 － 

個々こういった聞き取りというのはしていないのですけれども、そこの判断は参加

者の方に委ねられているところではあります。 

 

堀井委員 

この後、相当コロナとかインフルエンザで学級閉鎖が頻発しました。できたら聞き

取りをしていただいて、ご家族にコロナの感染者がいらっしゃったということであっ

たら、やっぱりキャンプの参加は差し控えていただきたかったなと思います。 

 

吉﨑社会教育振興課長 

今後できるだけそういった形で、できる限り安全なキャンプにしたいと考えます。 

 

岡田教育長 

ほかはどうでしょうか。 

それでは、以上をもちまして、「諸般の報告」を終わります。 

日程第５ 議案第３８号「茨木市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則の一部改

正について」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

山嵜こども育成部長 

議案第３８号につきまして、ご説明申し上げます。 

本件は、家庭において保育を受けることが困難であるより多くの児童が、認定こど

も園において定期利用による預かり保育を利用できるようにするため、預かり保育の

定員の見直しを行うことから、所要の改正を行うものです。 

改正の内容といたしましては、第５条で規定している認定こども園における定期利

用による預かり保育について、学年ごとの定員枠を廃止し、園全体での定員枠に統一

をします。 

附則として、第１項で施行期日を、第２項で申請手続に関する準備行為を定めてお

ります。 

なお、参考資料といたしまして、規則の新旧対照表をご配付しております。 

以上で議案説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 



 

－ 4 － 

 

岡田教育長 

事務局の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

 

水上委員 

認定こども園の預かり保育について、歳児別の制限をなくして１園につき１５人と

いう認識をしているのですが、利用はどれぐらいなのでしょうか。認定こども園の規

模にもよるのですけれども、預かり保育の利用というのはどんなものでしょうか。教

えてください。 

 

北上保育幼稚園事業課長代理 

利用者の状況ですけれども、令和５年５月時点での利用状況になります。園別にお

答えさせていただきます。 

茨木幼稚園、３歳児２人、４歳児１人、５歳児５人。太田幼稚園、３歳児１人、４

歳児４人、５歳児４人。西幼稚園、３歳児３人、４歳児３人、５歳児５人。福井幼稚

園、３歳児１人、４歳児１人、５歳児５人。水尾幼稚園、３歳児３人、４歳児５人、

５歳児５人。沢池幼稚園、３歳児３人、４歳児１人、５歳児２人でございます。 

 

山嵜こども育成部長 

認定こども園ですので、まず８人は２号認定、これでお預かりをしています。それ

以外に５人が定期利用ということで、合計で３９人を最大限でお預かりできるように

しております。 

 

水上委員 

ありがとうございます。 

 

岡田教育長 

よろしいですか。 

 



 

－ 5 － 

水上委員 

はい。 

 

岡田教育長 

ほかどうでしょうか。よろしいですか。 

定員を増やすということで、対応していくと。 

それでは、お諮りいたします。 

質疑を打ち切りましても、異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」の発言あり） 

 

岡田教育長 

異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。 

ただいまより、各委員の賛否及び意見を求めます。 

よろしいですか。 

 

（「原案賛成」の発言あり） 

 

岡田教育長 

各委員のご意見は、原案に対して賛成であります。 

本件は、原案のとおり決することに異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」の発言あり） 

 

岡田教育長 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

日程第６ 議案第３９号「茨木市立図書館条例施行規則及び茨木市立図書館処務規

則の一部改正について」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 



 

－ 6 － 

 

小田教育総務部長 

議案第３９号につきまして、説明を申し上げます。 

本件は、おにクルぶっくぱーく開館により、所要の改正を行うものです。 

改正内容といたしましては、「茨木市立図書館条例施行規則」第３条第１項中に、

おにクルぶっくぱーくの開館時間を定め、第２項中に、休館日を茨木市文化・子育て

複合施設の休館日、図書点検のための期間と定めるとともに、文言の整理を行います。 

また、「茨木市立図書館処務規則」につきましては、勤務時間の区分を追加し、週

休日を変更するとともに文言の整理を行います。 

附則といたしまして、令和５年１１月２６日から施行する旨を定めております。 

なお、参考資料といたしまして、規則の新旧対照表をご配付いたしております。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

岡田教育長 

事務局の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

 

堀井委員 

おにクルぶっくぱーくというのは、初めて午後９時までの開館になったんですよね。

１時間延ばしたことについては何か議論とかありました。 

 

吉田中央図書館長 

おにクルの施設全体としまして、開館時間から９時から１０時までという形になっ

ています。内部で検討した結果、1 時間延ばして欲しいと意見をいただくことがあるこ

とと、色々なフロアに本を置くということで自動貸出機で対応できる部分が多いとい

うことで、職員の勤務時間自体はあまり変わらず無人の時間も含めて９時という形を

とりました。 

 

堀井委員 

職員の勤務時間が延びなければいいですけれども。 



 

－ 7 － 

分かりました。ありがとうございます。 

 

小田教育総務部長 

ただいま図書館長が「内部の」と申し上げましたけれども、議会で特別委員会とい

うところでもこの時間については議論を行った結果、承認をされているものでござい

ます。 

 

堀井委員 

分かりました。 

 

岡田教育長 

ほかはどうでしょうか。 

もうよろしいですかね。 

それでは、お諮りいたします。 

質疑を打ち切りましても、異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」の発言あり） 

 

岡田教育長 

異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。 

ただいまより、各委員の賛否及び意見を求めます。 

よろしいですか。 

 

（「原案賛成」の発言あり） 

 

岡田教育長 

各委員のご意見は、原案に対して賛成であります。 

本件は、原案のとおり決することに異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」の発言あり） 



 

－ 8 － 

 

岡田教育長 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

日程第７ 議案第４０号「茨木市指定有形文化財の指定について」を議題といたし

ます。 

事務局の説明を求めます。 

 

小田教育総務部長 

議案第４０号につきまして、議案説明を申し上げます。 

本件は、茨木市文化財保護条例第４条の規定に基づき、令和５年７月２４日に茨木

市文化財保護審議会から本市教育委員会に答申のありました絵画「紙本著色大織冠

像」を、茨木市指定有形文化財に指定するものでございます。 

なお、この１幅１件につきましては、令和４年度同審議会の藤岡穣委員並びに奈良

国立博物館教育室長の谷口耕生氏とともに調査を行い、その調査報告書をもとに、同

審議会で審議を経て、答申をいただいております。 

本図についてのご説明を申し上げます。 

本図は、紙継ぎのない縦長の楮紙に墨描と濃彩を用いて、藤原鎌足及びその子息で

ある定慧不比等の姿を描いたものです。このように鎌足父子三人を描いた画像は、藤

原鎌足のみが授けられた最上位の冠位・大織冠にちなんで大織冠像と呼ばれておりま

す。大織冠像は、特に室町時代以降、奈良県桜井市にあります鎌足を祭神とする談山

神社を中心に礼拝され、「多武峯曼荼羅」と呼ばれることもあります。 

室町時代後期（１６世紀）に確立した通例の大織冠像と比較しますと、本図は面貌

表現や背景の描き方などが、１５世紀の古式の大織冠像の形式を踏襲したものと考え

られます。 

一方で、現存する大織冠像の多くは絹本（絹地に描いた絵）であり、本図が近世の

礼拝画像に多い紙本（紙に描いた絵）であることや、画中の調度品の形が中世にはあ

まり見られない表現であることなどから、中世の古い画像を近世に写したものと考え

られます。 

本図の伝来した浄土宗 桑原山地福寺は、本市北部の桑原の地にあります。藤原鎌足
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創建と伝えられ、当初は真言宗の寺でありましたが、天正十八年（１５９０年）に浄

土宗の寺として再興されました。同寺には、大阪府指定文化財の「石造五重塔」（徳

治三年（１３０８年）銘）をはじめ、市指定文化財の「天正八年（１５８０年）銘六

地蔵板碑」「天正九年（１５８１年）銘十三仏板碑」があり、各時代の文化財を今な

お境内に残す古刹として知られております。 

この桑原を含めた安威地域には、鎌足に関連する伝承を持つ寺社や文化財が残って

おり、中世以来鎌足への信仰が存在した地です。本図は、同地域における特色ある鎌

足への信仰を裏づける作品として、その歴史的意義に鑑み市指定文化財にふさわしい

ものとの答申を受け、本図を令和５年９月２０日付で新たに茨木市指定有形文化財に

指定するものでございます。 

以上で、説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

岡田教育長 

事務局の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

 

堀井委員 

鑑定はどうやって行ったのですか。 

 

前田歴史文化財課参事 

鑑定と申しましても金額とかそういう設定ではなくて、歴史的な価値ということで

文化財の学術的な面で本市文化財保護審議会の委員である藤岡委員と奈良国立博物館

の教育室長である谷口先生をお招きして、題材であったり、どういった材料に描かれ

ているか、どんな画材が使われているかといった学術的な調査を行っております。 

 

堀井委員 

例えば炭素を使った放射性同位元素の年代測定とか、そういったものはされていな

いのですか。 

 

前田歴史文化財課参事 
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こちらの作品については、そういった炭素同位体調査等、科学分析等はしておりま

せん。あくまで、どういうふうに描かれているかということで、現物の確認をしてお

ります。 

 

岡田教育長 

ほかどうでしょうか。 

 

堀村委員 

茨木市の指定有形文化財に指定されたというのが久しぶりというか、何年かぶりか

と思うのですけれども、ほかにも文化財がある中で候補に挙がってくるというのはど

ういうふうな経緯で選定されているのでしょうか。 

 

前田歴史文化財課参事 

主には、本課の学芸員が調査に赴きまして、その調査の機会というのも例えば寄贈

寄託のご相談を所有者の方から受けまして、あとはご自身で持っておられる文化財の

修復等々のご相談を受けた際ですが、実際に調査に行きまして、状況とか状態とかそ

のあたりを調査します。その価値を検討して、所有者の方の同意も得た上で、指定に

向けて最終的に本市文化財保護審議会にかけまして、有識者の方々からの審査を経た

上で指定という運びになります。 

 

堀村委員 

ありがとうございます。 

 

岡田教育長 

ほかはよろしいですか。 

それでは、お諮りいたします。 

質疑を打ち切りましても、異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」の発言あり） 
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岡田教育長 

異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。 

ただいまより、各委員の賛否及び意見を求めます。 

よろしいですか。 

 

（「原案賛成」の発言あり） 

 

岡田教育長 

各委員のご意見は、原案に対して賛成であります。 

本件は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」の発言あり） 

 

岡田教育長 

異議なしと認めます。 

よって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

日程第８ 議案４１号「令和５年度教育文化月間における被表彰者（教育功労者

分）の決定について」を議題といたします。 

 

前川委員 

本議案は人事案件ですので、非公開でお願いします。 

 

岡田教育長 

ただいま、前川委員から非公開の動議が提出されましたが、本件を非公開とするこ

とにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」の発言あり） 

 

岡田教育長 

異議なしと認めまして、本件につきましては、非公開といたします。 



 

－ 12 － 

関係者以外の方の退出をお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休  憩（１４時２２分） 

 

再  開（１４時２３分） 

 

＜非公開＞ 

 

岡田教育長 

ただいまより、各委員の賛否及び意見を求めます。 

賛成でよろしいですか。 

 

（「原案賛成」の発言あり） 

 

岡田教育長 

各委員のご意見は、原案に対して賛成であります。 

本件は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」の発言あり） 

 

岡田教育長 

異議なしと認めます。よって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

以上をもちまして、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

令和５年第１２回茨木市教育委員会定例会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 

 

（１４時３２分 閉会） 



 

－ 13 － 

以上会議の顛末を記載し、茨木市教育委員会会議規則第１７条によりここに署名する。 

 

 

 

 

令和５年９月１９日 

 

 

 茨 木 市 教 育 委 員 会 

 

 

              教 育 長               

 

 

              署 名 委 員               



月　　日 行　　　　事　　　　名 場　　　　所 出 席 者 担 当 課

①
8月11日（金・祝）
8月12日（土）

トムソーヤキャンプ
（参加者：74人）

青少年野外活動セン
ター

関係職員
社会教育
振興課

②
8月11日（金・祝）

～
8月14日（月）

中学生リーダーキャンプ
（参加者：43人）

青少年野外活動セン
ター

関係職員
社会教育
振興課

③
8月17日（木）

～
8月19日（土）

ホップステップキャンプ
（参加者：67人）

青少年野外活動セン
ター

関係職員
社会教育
振興課

④ 8月19日（土）
子どもセミナー「しかけ絵本をつくろ
う！」
(参加者：32人)

上中条青少年セン
ター

関係職員
社会教育
振興課

⑤
8月17日（木）

～
8月20日（日）

高校生リーダーキャンプ
（参加者：14人）

青少年野外活動セン
ター

関係職員
社会教育
振興課

⑥
8月19日（土）

～
8月20日（日）

親子体験ワクワクキャンプ
（参加者：57人）

青少年野外活動セン
ター

関係職員
社会教育
振興課

⑦ 8月21日（月）
子どもセミナー「夏休み不思議体験」
(参加者：33人)

上中条青少年セン
ター

関係職員
社会教育
振興課

⑧ 8月26日（土）
ファイナルキャンプ
(参加者：84人)

青少年野外活動セン
ター

市長
教育長
水上委員
関係職員

社会教育
振興課

⑨
8月12日（土）

～
8月26日（土）

おはなし会
（開催回数：８回　参加者：192人）

中央図書館ほか 関係職員
中央図書
館

⑩ 8月27日（日）
子どもセミナー「大学生とたのしくあそぼ
う！」
(参加者：50人)

上中条青少年セン
ター

関係職員
社会教育
振興課

⑪
7月26日（水）

～
8月31日（木）

ありがとう中条図書館
中条図書館の歴史を振り返ろう！
（来館者：25,326人）

中条図書館 関係職員
中央図書
館

令和５年第１２回茨木市教育委員会定例会事務報告

令和５年８月１２日～令和５年９月１日



月　　日 行　　　　事　　　　名 場　　　　所 出 席 者 担 当 課

①
8月14日（月）

～
8月17日（木）

ジュニアリーダーキャンプ(Bコース)
青少年野外活動セン
ター

関係職員
社会教育
振興課

令和５年８月１２日～令和５年９月１日

令和５年第１２回茨木市教育委員会定例会事務報告【中止行事】


